
相続登記に必要な書類

（市町村役場市民課）１．戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

・被相続人（亡くなった方）の、出生から死亡に至る全ての戸籍

・相続人全員（相続しない方も含めて）の戸籍謄本

（市町村役場市民課）２．住民票謄本

・相続人全員（相続しない方も含めて）の住民票（本籍続柄は省略しないで下さい）

・被相続人の最後の住所の住民除票

（市町村役場市民課）３．印鑑証明書

・相続人全員（相続しない方も含めて）の印鑑証明書

（市町村役場資産税課、東京２３区は都税事務所）４．評価証明書

・被相続人所有の全物件の評価証明書

・窓口で戸籍を示し、相続人からの請求であることを告げてください。

５．登記済権利証

・相続登記申請には使用しませんが、物件確認の参考にお預かりいたします。

＊なお「印鑑証明書」及び「評価証明書」以外の書類は、職権で取得することができます。
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